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当社連結子会社間の合併に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、吸収合併の方法により、平成 28年４月１日を効力発生

日として、当社の全額出資の連結子会社であるサノヤス商事株式会社、サノヤス安全警備株式会

社及びサノヤス産業株式会社を合併（以下「本合併」といいます。）することを決議しましたので、下

記のとおりお知らせします。 

なお、本合併は、子会社間の合併であるため、開示事項及び内容を一部省略して開示していま

す。 

記 

１. 本合併の目的 

サノヤス商事株式会社は鋼材、その他舶用資材の売買等を、サノヤス安全警備株式会社は各

種企業の警備保障業務等を、サノヤス産業株式会社はホテル業等をそれぞれ営んでいます。 

サノヤスグループのサービス事業の中核である３社を統合することで、会社の規模適正化並び

に運営の効率化、財務改善による一層の経営安定化を図ることを目的として、本合併を実施するこ

ととしました。 

２. 本合併の要旨 

（１) 合併の日程 

吸収合併契約締結 平成 27年 11月 26日 

吸収合併契約承認株主総会 平成 27年 11月 26日 

吸収合併効力発生日  平成 28年 ４月 １日（予定） 

吸収合併登記日  平成 28年 ４月 １日（予定） 

（２) 合併方式 

サノヤス商事株式会社を吸収合併存続会社とし、サノヤス安全警備株式会社及びサノヤ

ス産業株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式とし、サノヤス安全警備株式

会社及びサノヤス産業株式会社は解散します。 

（３) 合併に係る割当の内容 

本合併は、当社の完全子会社同士の合併であるため、株式または金銭等の割当はあり

ません。 

 



（４) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

３. 合併当事会社の概要 (平成 27年 3月 31日現在) 

  存続会社 消滅会社 

( １ ) 商 号 サノヤス商事株式会社 ｻﾉﾔｽ安全警備株式会社 サノヤス産業株式会社 

( ２ ) 事 業 内 容 
鋼材、その他資材の 

売買等 

各種企業の 

警備保障業務等 

旅館業・ホテル業並びに 

旅行の斡旋等 

( ３ ) 設 立 年 月 日 昭和 31 年８月 昭和 58 年 11 月 昭和 54 年４月 

( ４ ) 本 店 所 在 地 大阪市住之江区北加賀屋五丁目２番７号  大阪市西成区南津守五丁目 13 番 37 号  大阪市西成区南津守五丁目 13 番 37 号  

( ５ ) 代表者の役職・氏名 代表取締役 浅間 成人 代表取締役 國原 康信 代表取締役 大倉 正伸 

( ６ ) 資 本 金 48 百万円 20 百万円 60 百万円 

( ７ ) 発 行 済 株 式 数 96,000株 400株 120,000 株 

( ８ ) 純 資 産 289百万円 133百万円 35 百万円 

( ９ ) 総 資 産 781百万円 177百万円 70 百万円 

(10) 決 算 期 ３月 31 日 ３月 31 日 ３月 31 日 

(11) 大株主及び持株比率 ｻﾉﾔｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 100% ｻﾉﾔｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 100% ｻﾉﾔｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 100% 

４. 合併後の状況（予定） 

本合併効力発生後に存続会社の商号変更を行うとともに、存続会社の事業拡大に備え、資

本規模の拡大を図るため、資本金の額を 48百万円から 50百万円に増加する予定です。 

旧商号：サノヤス商事株式会社 

新商号：サノヤス・ビジネスパートナー株式会社 

( １ ) 商 号 サノヤス・ビジネスパートナー株式会社 

( ２ ) 本 店 所 在 地 大阪市住之江区北加賀屋五丁目２番７号 

( ３ ) 代表者の役職・氏名 未     定 

( ４ ) 資 本 金 50 百万円 

( ５ ) 決 算 期 ３月 31 日 

( ６ ) 大株主及び持株比率 サノヤスホールディングス株式会社 100% 

５. 今後の見通し 

本合併は、当社の連結子会社間の合併であるため、当社連結業績への影響は、軽微であり

ます。 

以上 


